
災害時におけるラジオ局との連携協力について
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１ 神奈川県の自然災害のリスク



神奈川県

人 口 923万2,794人(令和４年10月１日現在)

世帯数 430万8,715世帯

特 徴

・人口は全国第２位

・横浜市をはじめとする大都市がある一方、

西部には箱根、丹沢の山々が連なり、南部

には相模湾(湘南海岸など)、東部は東京湾

に面していて、豊かな自然があるところ

・鎌倉幕府が開かれた土地
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1.神奈川県の自然災害リスク 地震

対象地震
(1) 都心南部直下地震

(2) 三浦半島断層群の地震

(3) 神奈川県西部地震

(4) 東海地震

(5) 南海トラフ巨大地震

(6) 大正型関東地震

※以下は参考地震（発生確率が極めて低く、超長期的対応）

(7) 元禄型関東地震

(8) 相模トラフ沿いの最大クラスの地震

(9) 慶長型地震（津波のみ）

(10) 明応型地震（津波のみ）

(11) 元禄型関東地震と国府津-松田断層帯の

連動地震（津波のみ）

神奈川県地震被害想定調査（H25・H26）
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1.神奈川県の自然災害リスク 地震

想定地震
人的被害
（人）

建物被害
（棟）

火災焼失
（棟）

経済被害
（兆円）

都心南部直下
地震

死 者 ２,９９０
重傷者 １３,３９０

全壊 ６４,５００
半壊 ２２１,２５０

３７,６００ １５．１

三浦半島
断層群の地震

死 者 １,１３０
重傷者 ５,４００

全壊 ２２,７１０
半壊 ８８,１７０

１１,９８０ ５．１

神奈川県西部
地震

死 者 ８８０
重傷者 ９００

全壊 ５,０００
半壊 ２０,５３０

７１０ ０．９

東海地震
死 者 ８２０
重傷者 ３８０

全壊 ３,６２０
半壊 １４,４５０

０ １．０

南海トラフ
巨大地震

死 者 １,７４０
重傷者 ５３０

全壊 ７,３６０
半壊 ２０,１１０

０ １．４

大正型関東地震
死 者 ３１,５５０
重傷者 ５６,２００

全壊 ３９３,６４０
半壊 ４１０,１６０

１６９,７８０ ４８．９

※重傷者については、従来の定義の負傷者数
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1.神奈川県の自然災害リスク 火山

本県が対策を行う２つの活火山



1.神奈川県の自然災害リスク 風水害
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・2011（H23）年 3月 東日本大震災（死者約22,000人）

8～9月 台風12号 紀伊半島で豪雨（死者98人）

・2013（H25）年 10月 台風26号 伊豆大島で土石流（死者43人）

・2014（H26）年 8月 広島土砂災害（死者76人）

9月 御嶽山噴火（死者63人）

・2015（H27）年 9月 関東・東北豪雨 茨城県常総市等（死者8人）

・2016（H28）年 4月 平成28年熊本地震 震度7が２回（死者64人）

8月 台風10号 岩手、北海道等で豪雨（死者27人）

・2017（H29）年 7月 九州北部豪雨(死者44人)

・2018（H30）年 1月 草津白根山噴火(死者１人)

7月 平成30年７月豪雨・西日本豪雨（237人）

9月 北海道胆振東部地震(死者41人)

・2019（R元）年 9～10月 令和元年房総半島台風・東日本台風（死者107人）
※「死者」には行方不明、災害関連死を含む

・2020（R２）年 7月 令和２年７月豪雨（死者84人）

・2021（R３）年 7～8月 令和３年７月（熱海市土石流）・８月大雨（死者40人）

・2022（R４）年 3月 福島県沖を震源とする地震（最大震度６強）

6月 石川県能登地方を震源とする地震（最大震度６弱）

相次ぐ風水害（全国）



1.神奈川県の自然災害リスク 風水害
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令和元年房総半島台風
（台風第15号 9/8～9）

令和元年東日本台風
（台風第19号 10/12～13）

人的被害 重傷３名 軽傷10名 死者９名 重傷３名 軽傷32名

建物被害
全壊11棟 半壊98棟 一部破損
3,475棟
床上浸水58棟 床下浸水29棟

全壊56棟 半壊831棟 一部破損2,597棟
床上浸水877棟 床下浸水579棟

災害救助法 適用なし

川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、
茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海
老名市、座間市、南足柄市、寒川町、大井
町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町、愛
川町、清川村

（11市７町１村に適用）

被災者生活
再建支援法

横浜市
（１市に適用）

横浜市、川崎市、相模原市
（３市に適用）



1.神奈川県の自然災害リスク 風水害
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狩野川台風
（S33.9）

山北災害・土石流
（S47.7）

七夕豪雨・横須賀市がけ崩れ
（S49.7）

■気象概要（S33年9月27日未
明）
台風第22号と秋雨前線による
豪雨
日降雨量287.2ミリ（横浜市）

■気象概要（S47年7月11～12
日）
総降雨量
529.5ミリ（山北町三保小学

校）
506ミリ（山北町玄倉）

※時間最大86ミリ

■気象概要（S49年7月8日未明）
梅雨前線に伴う豪雨
総降雨量：250ミリ（横須賀市）

■被害状況（県内）
・死者93名 ・負傷者142名
・全壊321戸 ・床上浸水16,991
戸
・その他
道路や橋梁等多数流出
山(がけ)崩れ：800箇所以上

■被害状況（山北町）
・死者4名 ・行方不明者5名
・重軽傷者24名
・全半壊等 335戸
・その他
道路や橋梁等多数流出
山崩れ・がけ崩れ：299箇所

■被害状況（横須賀市）
・死者13名 ・重軽傷者22名
・全半壊等220戸
・浸水家屋6,926戸
※併せて平作川が氾濫
がけ崩れ：1,610箇所



1.神奈川県の自然災害リスク 津波
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最大の浸水域と浸水深となるよう、５つの地震（最大クラス）の津波浸水予測図

を重ね合わせて、1枚の図にまとめたもの。

着色の箇所が浸水区域で、色の違いで浸水深さを表示

津波浸水想定(想定図）
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市町村別最大津波高さ発生箇所（主に相模トラフ地震）

３分

11分
10分

20.6

11.6

24.9

12

赤字：海岸保全区域、港湾区域、漁港区域の場合
青字：がけ地等を含む場合

1.神奈川県の自然災害リスク 津波
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２. 神奈川県の防災体制
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２. 神奈川県の防災体制

 災害対策本部（県庁）

 現地災害対策本部（4箇所）
 …地域における災害応急対策の円滑な実施

災害対策本部
（県庁）

現地災害対策本部
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２. 神奈川県の防災体制

本部長(知事）

県土整備部（県土整備局）

健康医療部(健康医療局）

総務部(総務局）

政策部(政策局）

災害活動中央基地
(総合防災センター）

統制部(くらし安全防災局）

現地災害対策本部
警察本部(警察本部）

副本部長(副知事）

指令調整班（自衛隊、警察等の
応援受援、活動等の調整等）
広報・報道班、情報班、指令調整
班、市町村応援等



２.神奈川県の防災体制 県の情報収集活動

災害対策本部の司令塔

「統制部」の体制
統制部長

総務班 広報・報道班 情報班市町村応援班 航空機運用調整班指令調整班

災害時のイメージ
（くらし安全防災局）

〇災害応急対策に必要な情報の集約

〇災害情報提供事項のまとめ
被害状況、応急救護活動、避難所関係等

〇災害対策本部会議の開催
－など ７班

１３チーム

体 制

県民対応班

副部長

統制部長付
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２.神奈川県の防災体制
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市町村の
広域応援活動拠点
（144箇所）

横須賀三浦

ヘリコプター
臨時離着陸場
（342箇所）

県庁
（災害対策本部）

広域防災活動拠点
（８箇所）

総合防災センター

武山・久里浜
資機材倉庫
（２箇所）

広域防災活動備蓄拠点(３箇所)

県西部
資機材倉庫
（７箇所）

県央

湘南

県西駒門資機材倉庫
（１箇所）

広域連携

２.神奈川県の防災体制
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３. 神奈川県における防災情報発信



3. 神奈川県における防災情報発信

① 紙媒体
• 県のたより（出水期の６月号で防災特集）

• 神奈川新聞（9月1日の防災の日）

② SNS等
• 県ホームページ（災害情報ポータルなど）
• Twitter
• 緊急速報メール

③ 記者発表

④ 防災協定
• 災害の危険が切迫している場合に、県政記者クラブやラ
ジオ局との協定に基づき、県から発するメッセージをテ
レビ、ラジオ等で発信を要請する。
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3. 神奈川県における防災情報の発信（例）

県のたより（令和４年６月号）
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３. 神奈川県における防災情報の発信（例）

Twitter投稿

令和４年８月27日
熱中症警戒アラート発令に
伴う投稿

令和４年８月12日
台風第８号接近に伴う投稿

令和４年８月13日
台風第８号の接近による
大雨警報に伴う投稿



３．神奈川県における防災情報の発信～災害情報ポータルの紹介～
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３．神奈川県における防災情報の発信（例）

気象警報が発表されると県内の被害情報を収集し、結果を掲載
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４. 神奈川県におけるラジオの

活用について



４. 神奈川県におけるラジオの活用について
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レギュラー番組

KANAGAWA Muffin
(かながわマフィン)

NHK-横浜FM
ひるまえのお知らせ

色とりどりの神奈川県の旬な話題を
好奇心旺盛なパーソナリティ金子桃
さんが多彩なゲストを迎えてさわや
かにお届け。
放送局など：FMﾖｺﾊﾏ（84.7㎒）、
毎週土曜、午前８時30分～８時５５
分

NHK-横浜FMにて神奈川県の情報をお
伝えします。
放送局など：NHK-FM（81.9㎒）、
月～金、
午前11時50分～11時55分の３分程度。
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５. ラジオの有効性について



５. ラジオの有効性について
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スマートフォンの普及により、情報の受伝達手段の
主役がスマートフォンになったが、災害時にラジオ
の利点としては、次のことが挙げられる。

• リスナーは受け身で、かつ画面を見る必要がないため、他の
作業をしながら様々な情報を入手できる（いわゆる「ながら
聴取」が可能）。

• 多くの被災者に一斉に情報の提供が可能なため、避難所等で
の情報提供に最適である。

• 乾電池で長時間の稼働が可能であり、停電時でも視聴可能。

• 情報の信頼度が高い（SNS等では、ガセネタも多く含まれ
ている）。
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６. ニッポン放送、エフエム

ネットワークとの協定



６. ニッポン放送、エフエムネットワークとの協定
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協定締結日：令和２年10月28日

協定締結者：神奈川県
神奈川エフエムネットワーク(18社）
株式会社ニッポン放送

協定概要：情報の相互提供
出演者協力
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第１条（目的）
情報の相互提供、広報協力に係る相互連携協力について

定め、もって災害時における広報力の強化を図ることを目的
とする。（協定における連携）

第２条（情報の相互協定）
県は、神奈川エフエムネットワーク及びニッポン放送に対

し、必要と認めるときは、災害に関する情報を提供すること
とする。（県民への情報提供すべき事項の速やかな発信）

第３条（平時の取組）
県は、神奈川エフエムネットワーク及びニッポン放送は、

本協定の目的を達成するため、災害時に備えて行う訓練、
研修及び必要な情報共有等に関し、平時から連携するよう
努める。（連絡会の意義）

６. ニッポン放送、エフエムネットワークとの協定
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令和２年10月28日

６. ニッポン放送、エフエムネットワークとの協定
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６. ニッポン放送、エフエムネットワークとの協定



33

７. 今後のラジオに期待すること



７. 今後のラジオに期待すること
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• 地域のニーズに応じた、きめ細かな情報の発信。
• 正確な情報を分かり易く発信（特に高齢者向け）。
• 大勢の被災者を励ます、勇気づける放送の発信。



御静聴ありがとうございました。
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